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Ｒ２年８月放送分 

「自衛隊の災害派遣・防災訓練」 

（日本の防衛Ｑ＆Ａ） 

 

【パーソナリティー】 

本日は東北防衛局の熊谷昌司局長からお話を伺います。熊谷局長、

よろしくお願いします。 

 

【局長】 

はい。本日も、よろしくお願いします。 

来月９月１日が「防災の日」ということもあり、今回は、「自衛隊

の災害派遣と防災訓練」について紹介したいと思います。 

近年、毎年のように大規模な自然災害が発生し、各地で甚大な被害

が生じています。 

私たち防衛省・自衛隊は、国内における地震、風水害、火山噴火、

雪害などの自然災害の際、救助などの災害派遣活動や離島などの救急

患者の緊急輸送などを通じて、国民の生命や財産の保護に寄与してい

ます。 

東北地方においては、未だ記憶に鮮明な平成２３年の東日本大震災

のほかにも、最近では昨年の台風１９号による豪雨など甚大な被害を

もたらした災害が発生しています。こうした災害から得られた教訓を

活かし、平素から災害時における被害軽減につながる備えを充実強化

するとともに、災害時に迅速かつ、適切な救援活動等を行うべく、防

衛省・自衛隊では、自ら各種の防災訓練を実施しているほか、国や地

方公共団体などが行う防災訓練にも積極的に参加し、各省庁や地方公

共団体などの関係機関との連携強化を図っています。 

 

【パーソナリティー】 

 九州を襲った水害を見てみましても、これから先の台風の時期にな

ると、また、昨年の台風１９号のような豪雨災害が発生するのではな

いかと心配になりますね。台風などによる災害が発生した場合には、

自衛隊はどのような活動を行うのでしょうか。 
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【局長】 

 はい。大規模災害などの発生に際しては、所要の部隊を迅速に輸送

・展開し、初動対応に万全を期すとともに、必要に応じ、対処態勢を

長期間にわたり持続します。また、被災した住民の方々や地方公共団

体のニーズに対し丁寧に対応するとともに、関係機関と適切に連携・

協力し、人命救助、応急復旧、生活支援などを行います。 

全国の陸海空自衛隊は、災害派遣を迅速に行うための初動対処態勢

を平素から常時整えており、このような部隊を「ファスト・フォース」

と呼んでいます。 

昨年１０月台風１９号による豪雨災害が発生した際は、大雨に伴い

河川の氾濫や土砂災害が東北地方から関東甲信越地方まで広範囲にわ

たって発生したことから、延べ約８万４千人の隊員が、人命救助、給

水・給食・入浴などの生活支援を行った他、道路の啓開や災害廃棄物

の処理に従事しました。 

 

【パーソナリティー】 

 災害派遣での自衛隊の活動は、人命救助を最優先に行うとともに、

住民の生活についても幅広く支援しているのですね。 

 

【局長】 

 そうなんです。また、災害派遣と言っても様々な活動があり、報道

で皆さんご覧になったと思いますが、本年３月２８日から新型コロナ

ウイルス感染症に対する水際対策強化として、成田空港や羽田空港に

おいて、自衛隊看護師等によるＰＣＲ検査の支援や、宿泊施設への輸

送支援、宿泊施設に滞在する帰国者・入国者に対する生活支援などを

実施しました。 

東北管内においても、宮城県知事からの災害派遣要請を受け、自衛

隊仙台病院の看護師等によるＰＣＲ検査の支援や、検体採取を行う施

設の確保のため、テントの設置・維持管理を実施しました。 

また、岩手県知事や福島県知事の災害派遣要請を受け、県職員及び

医療関係者に対して感染防止等についての教育支援も実施しました。 

 

【パーソナリティー】 

一言で災害派遣といっても、様々な活動をされているのですね。 

もし、災害が発生した場合、自衛隊に対する派遣要請は誰が行うの



 - 3 - 

ですか。 

 

【局長】 

 自衛隊は、自衛隊法により、天災地変その他災害に対して人命また

は財産の保護のため必要があると認められる場合は、基本的には都道

府県知事の要請を受け、部隊等を派遣することになっています。 

都道府県知事は、消防や警察といった地方自治体の能力も考慮した

うえで派遣要請を行っています。 

 

【パーソナリティー】 

 自衛隊・防衛省では、日頃から災害派遣活動を行うための準備をさ

れていると思いますが、どのような防災訓練を行っているのですか。 

 

【局長】 

全国において様々な防災訓練が年間を通じて実施されています。 

東北管内における代表的な訓練として、陸上自衛隊の東北方面隊を

中心に実施する「みちのくアラート」という大規模実動防災訓練があ

ります。これは自衛隊の災害対処能力の維持・向上を図るとともに、

災害発生時における地方公共団体、関係機関及び自衛隊の連携強化を

図る目的で実施しています。一昨年の訓練においては、自衛隊員約１

万３千人のほか、東北６県、１３９市町村及び７２の関係機関の職員

が参加しました。 

東北防衛局におきましても、年 2 回程度、独自の防災訓練を実施し

ているほか、地方公共団体や自衛隊が実施する防災訓練に対してもそ

の都度積極的に参加しています。その中で、連絡員を派遣し、被害情

報などの各種情報の収集や、自衛隊をはじめとする関係機関との連携

強化などの練成強化を行っています。 

 また、自衛隊施設が被災した場合に備え、建築・土木・設備の技術

系職員が年 1 回、「建物等の応急危険度判定訓練」を行っています。

訓練においては、災害発生に伴う部隊からの支援要請を受け、派遣職

員の召集や装備等の確保、被災した施設までの移動、建物等の被災調

査に至る一連の行動を部隊と連携し、手順を確認しながら実施してい

ます。 

このように東北防衛局では、日頃から職員の危機管理意識の向上を

図り、「いざ」という時に迅速に対応できるよう努めています。 



 - 4 - 

 

【パーソナリティー】 

 防衛省・自衛隊では日頃から様々な訓練を実施して、災害に備えて

いるのですね。 

本日は、東北防衛局の熊谷局長から「自衛隊の災害派遣と防災訓練」

についてお話を伺いました。局長、ありがとうございました。 

 

【局長】 

こちらこそ、どうもありがとうございました。 

 

【パーソナリティー】 

このコーナーでは、よりよい内容にしていくため、ラジオをお聞き

の皆さまからご意見・ご感想を募集しております。お聞きのコミュニ

ティ放送局までご連絡ください。 

 


